
政
令
第
二
百
二
十
五
号

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）

附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
九
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
公
共
施
設
等
運
営
事
業
」
の
下
に
「
（
附
則
第
二
条
第
一
号
に
お
い
て
「
公
共
施
設
等
運
営
事
業
」
と

い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
旧
資
金
運
用
部
資
金
等
の
繰
上
償
還
の
申
出
に
係
る
水
道
等
公
共
施
設
等
運
営
事
業
に
関
す
る
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項

）
第
二
条

法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

水
道
等
公
共
施
設
等
運
営
事
業
（
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
水
道
事
業
等
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項



に
お
い
て
「
水
道
事
業
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
公
共
施
設
等
運
営
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
法
第
十
九
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二

水
道
等
公
共
施
設
等
運
営
事
業
が
開
始
さ
れ
た
日
（
水
道
等
公
共
施
設
等
運
営
事
業
の
開
始
前
に
法
附
則
第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
繰
上
償
還
の
申
出
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
出
を
行
う
日
）
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次

号
に
お
い
て
単
に
「
前
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
特
定
水
道
事
業
等
（
水
道
事
業
等
の
う
ち
、
当
該
水
道
等
公
共
施

設
等
運
営
事
業
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
を
用
い
て
行
わ
れ
た
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

収
支
の
状
況

三

前
年
度
に
お
け
る
水
道
事
業
等
に
要
し
た
費
用
の
額
に
対
す
る
特
定
水
道
事
業
等
に
要
し
た
費
用
の
額
の
割
合

四

水
道
等
公
共
施
設
等
運
営
事
業
の
収
支
の
見
通
し

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
水
道
等
公
共
施
設
等
運
営
事
業
に
関
す
る
維
持
管
理
の
方
針
そ
の
他
の
水
道
等
公
共

施
設
等
運
営
事
業
に
関
し
内
閣
府
令
・
総
務
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項

（
旧
資
金
運
用
部
資
金
等
の
繰
上
償
還
に
係
る
手
続
）

第
三
条

法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
上
償
還
の
申
出
及
び
水
道
等
公
共
施
設
等
運
営
事
業
に
関
す
る
計
画
の
提



出
は
、
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
は
、
前
項
の
申
出
及
び
提
出
を
し
た
地
方
公
共
団
体
の
水
道
事
業
等
の
経
営

の
健
全
化
が
特
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
地
方
公
共
団
体
か
ら
提
出
さ
れ
た
水
道
等
公
共
施
設
等
運
営
事
業
に
関
す
る

計
画
の
内
容
が
当
該
地
方
公
共
団
体
の
水
道
事
業
等
の
健
全
か
つ
効
率
的
な
運
営
に
相
当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
地
方
公
共
団
体
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
繰
上
償
還
に
係
る
資
金
が
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

旧
公
営
企
業
金
融
公
庫
資
金
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
公
営
企
業
金
融
公
庫
資
金
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
内
閣
総
理

大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
は
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
当
該
通
知
に
係
る
地
方
公
共
団
体

の
繰
上
償
還
に
応
ず
る
よ
う
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
は
、
繰
上
償
還
の
額
、
繰
上
償
還
の
期
日
そ
の
他
の
繰
上
償
還
を

行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
当
該
繰
上
償
還
に
係
る
資
金
が
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧

資
金
運
用
部
資
金
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
財
務
大
臣
に
、
当
該
繰
上
償
還
に
係
る
資
金
が
旧
公
営
企
業
金
融
公
庫
資
金
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
に
、
そ
れ
ぞ
れ
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。



附
則
第
四
条
を
削
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
三
十
年
法
律
第
六
十
号
）
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。



理

由

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴

い
、
水
道
事
業
等
に
係
る
旧
資
金
運
用
部
資
金
等
の
繰
上
償
還
を
行
お
う
と
す
る
旨
の
申
出
に
際
し
て
地
方
公
共
団
体
が
提
出

す
る
水
道
事
業
等
に
係
る
公
共
施
設
等
運
営
事
業
に
関
す
る
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
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